
  令和２年３月 

新型コロナウィルス感染症の影響拡大で資金繰りにお困りの事業者のお客様へ 

当組合は、事業者のお客様からの資金繰りに関するご相談について、お客様とのこれまでの取

引関係やお客様のご理解、ご経験、資産の状況等に応じて、適切かつ丁寧な対応に努めていくた

め、別紙のとおり、事業者のお客様の資金繰り支援に対する当組合の対応・取組を定め、これを

遵守し、全役職員が一体となって取り組んでまいります。 

事業者のお客様からの資金繰りに関するご相談については、下記の通り、当組合の本部、各営

業店に設置いたしました「新型コロナウィルス緊急相談窓口」又は担当者までお申出ください。 

また、お電話にてのご相談等もご遠慮なくお申出ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新型コロナウィルス緊急相談窓口 
 

本店営業部 03-3291-1111 大森支店 03-3773-0311 

世田谷支店 03-3414-3111 十条支店 03-3908-6111 

三筋町支店 03-3842-3811 西新井支店 03-3898-3111 

東長崎支店 03-3951-9111 下板橋支店 03-3986-0171 

渋谷本町支店 03-3372-5411 舎人支店 03-3855-3311 

受付時間 
窓 口 午前９時から午後３時 

電 話 午前９時から午後５時 
 

 

新型コロナウィルス感染症の影響拡大による受注減少や売上減少による

減収等により資金繰りが困難となった場合 

事業者のお客様 


